
JP 2006-301092 A5 2008.5.29

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【公開番号】特開2006-301092(P2006-301092A)
【公開日】平成18年11月2日(2006.11.2)
【年通号数】公開・登録公報2006-043
【出願番号】特願2005-119726(P2005-119726)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   5/047    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   5/147    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  21/00    　　　　
   Ｇ０３Ｇ   5/047   　　　　
   Ｇ０３Ｇ   5/147   　　　　
   Ｇ０３Ｇ  21/00    ３１４　
   Ｇ０３Ｇ  21/00    ３１６　
   Ｇ０３Ｇ  21/00    ３１８　

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月16日(2008.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、導電性支持体上に感光層を有する像担持体を帯電させる工程、帯電された
像担持体に静電潜像を形成させる静電潜像形成工程、静電潜像にトナーを転移させ現像す
る現像工程、像担持体上に形成されたトナー像を記録媒体に転写させる工程、転写残トナ
ーを像担持体上から除去するクリーニング工程を有する画像形成装置において、
　該像担持体は２５℃湿度５０％の環境下でビッカース四角錐ダイヤモンド圧子を用いて
硬度試験を行い、最大荷重６ｍＮで押し込んだ時のＨＵ（ユニバーサル硬さ値）が１５０
Ｎ／ｍｍ2以上２２０Ｎ／ｍｍ2以下であり、かつ弾性変形率Ｗｅが４０％以上６５％以下
である像担持体であって、
　該像担持体は表面粗さＲｚが０．２～３．０μｍ、表面凹凸平均間隔Ｓｍが１０～１０
０μｍであり、かつ表面の尖り度Ｒｋｕが３＜Ｒｋｕ＜２０の範囲にあって、
　該像担持体表面上には、粒子形状が立方体状及び／または直方体状である１次粒子の粒
径が３０～３００ｎｍの無機微粉体が供給されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記像担持体表面を摺擦する部材を設けており、その部材がファーブラシであり、ファ
ーブラシの繊維径をＡ（μｍ）とすると、Ｓｍ＞Ａであり、ファーブラシが回転駆動する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記像担持体表面を摺擦する部材を設けており、その部材が弾性ローラであることを特
徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項４】
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　前記帯電工程は接触式ローラ部材により行われ、該接触式ローラ部材の回転軸と該像担
持体の回転軸が互いに交差するよう配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記クリーニング工程が該像担持体に接触するクリーニングブレードによって成され、
該クリーニングブレードは硬度６０～８５（ショア硬さＨＳ）、１００％モジュラスが２
０～８０（ｋｇｆ／ｃｍ2）、反発弾性が５～５０％の範囲にあることを特徴とする請求
項１乃至４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記像担持体表面と前記クリーニングブレードとの間の動摩擦係数μが０．１≦μ≦３
であることを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　（１）少なくとも、導電性支持体上に感光層を有する像担持体を帯電させる工程、帯電
された像担持体に静電潜像を形成させる静電潜像形成工程、静電潜像にトナーを転移させ
現像する現像工程、像担持体上に形成されたトナー像を記録媒体に転写させる工程、転写
残トナーを像担持体上から除去するクリーニング工程を有する画像形成装置において、
　該像担持体は２５℃湿度５０％の環境下でビッカース四角錐ダイヤモンド圧子を用いて
硬度試験を行い、最大荷重６ｍＮで押し込んだ時のＨＵ（ユニバーサル硬さ値）が１５０
Ｎ／ｍｍ2以上２２０Ｎ／ｍｍ2以下であり、かつ弾性変形率Ｗｅが４０％以上６５％以下
である像担持体であって、
　該像担持体は表面粗さＲｚが０．２～３．０μｍ、表面凹凸平均間隔Ｓｍが１０～１０
０μｍであり、かつ表面の尖り度Ｒｋｕが３＜Ｒｋｕ＜２０の範囲にあって、
　該像担持体表面上には、粒子形状が立方体状及び／または直方体状である１次粒子の粒
径が３０～３００ｎｍの無機微粉体が供給されることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（２）前記像担持体表面を摺擦する部材を設けており、その部材がファーブラシであり
、ファーブラシの繊維径をＡ（μｍ）とすると、Ｓｍ＞Ａであり、ファーブラシが回転駆
動することを特徴とする（１）に記載の画像形成装置。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（３）前記像担持体表面を摺擦する部材を設けており、その部材が弾性ローラであるこ
とを特徴とする（１）に記載の画像形成装置。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　（４）前記帯電工程は接触式ローラ部材により行われ、該接触式ローラー部材の回転軸
と該像担持体の回転軸が互いに交差するよう配置されていることを特徴とする（１）～（
３）に記載の画像形成装置。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　（５）前記クリーニング工程が該像担持体に接触するクリーニングブレードによって成
され、該クリーニングブレードは硬度６０～８５（ショア硬さＨＳ）、１００％モジュラ
スが２０～８０（ｋｇｆ／ｃｍ2）、反発弾性が５～５０％の範囲にあることを特徴とす
る（１）～（４）に記載の画像形成装置。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　（６）前記像担持体表面と前記クリーニングブレードとの間の動摩擦係数μが０．１≦
μ≦３であることを特徴とする（５）に記載の画像形成装置。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　また、本発明では電子写真感光体の表面形状を表面粗さＲｚ（１０点平均面粗さ）が０
．２～３．０μｍ、表面凹凸平均間隔Ｓｍが１０～１００μｍであり、かつ表面の尖り度
ＲＫｕが３＜Ｒｋｕ＜２０の範囲とする。Ｒｚが０．２μｍより小さい場合、クリーニン
グブレードと感光体表面の接触面積が大きくなりすぎ、ブレードのビビリ、ブレード磨耗
、欠け、といった問題が発生し良好なクリーニング性が得られない。同様にＳｍが１００
μｍより大きくなってもブレード－感光体表面間の密着性が高くなりすぎ良好にクリーニ
ングできない。逆にＲｚが３μｍより大きい、あるいはＳｍが１０μｍより小さくなった
場合はクリーニングブレードが感光体表面形状に追従しきれず接触面積が低下しすぎ、転
写残トナーを塞き止めることが出来なくなりすり抜けといったクリーニング不良が発生す
る。
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